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新型コロナウイルス感染症に対する「トータルサポート」の取扱いについて 

 

 

公益社団法人日本建築士会連合会 

 

 

連合会の共済補償制度である「トータルサポート」の疾病を補償する保険は新型コロナウイルス感

染症に対応しています。詳しくは、次ページのあいおいニッセイ同和損害保険株式会社からのご案

内「新型コロナウイルス感染症に対する主な商品の取扱いについて」をご参照ください。 

※青色のマーカーで印がつけられている部分が「トータルサポート」に該当する箇所です。 

 

また、被保険者が新型コロナウイルスに感染し、次のいずれかに該当する場合も、入院したものと

して取り扱い、保険金のお支払対象とします。 

 

（1）医師の管理下においてまたは医師の指示により臨時の医療施設（ホテル、宿泊ロッジ、

体育館、公民館等）に入り治療を受けた場合 

（2）医師の指示により自宅で療養した場合 

 

 

なお、「トータルサポート」の補償内容に関しては下記のホームページをご参照ください。 

 

https://kenchikushikai.aic-agt.co.jp/total-support/ 
 
 

https://kenchikushikai.aic-agt.co.jp/total-support/
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